
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 年（令和 5 年）7 月号                          NO.691 

 

発 行：藤沢市産業労働課 藤沢市朝日町 1－1 藤沢市役所本庁舎 8階 ☎0466-50-8222 

URL:https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/indus1/shigoto/shushoku/sodan/kinro.html 

 

【目次】 

✧藤沢ご当地「江の島ヨットハーバー」販売開始       Ｐ１ 

✧インボイス制度・年次有給休暇取得促進          Ｐ２ 

✧中小企業退職金共済制度・うつ病セミナー         Ｐ３ 

✧Ｆプレイス会議室・ユースワークふじさわ                Ｐ４ 

１ 

ありあけ×メルシャン×藤沢市 コラボ商品！  新パッケージで登場、限定ノベルティ付き！ 

藤沢市のご当地ハーバー「江の島ヨットハーバー」を今年も販売！ 

藤沢市に製造工場を構える「ありあけ」・「メルシャン」

と、「藤沢市」とのコラボレーション商品「江の島ヨット

ハーバー」を今年も7月1日から販売しています（限定

12,000箱）。2021年の販売開始以降、大変好評をいただ

き、今年で3年連続となる夏季限定販売です。今年は、こ

の商品のためにデザインされた「笑顔のふじキュン♡」を

用いた外装パッケージに一新し、この商品でしか手に入ら

ない限定ノベルティ「ふじキュン♡マグネット」を付属、

パッケージ内側の「江の島観光マップ」も最新のレイアウ

トに衣替えするなど、夏のお土産品として、多くの方々に

楽しんでいただける内容にリニューアルしました。 

★商品名★   江の島ヨットハーバー 

★内容量★   6個入り（ふじキュン♡マグネット1個入り） 

★価格★    891円（税込） 

★販売数★   限定12,000箱※無くなり次第終了 

★パッケージ★（表面）ふじキュン♡を使用したオリジナルデザイン 

       （裏面）藤沢市の紹介、ありあけ・メルシャンの工場紹介 

       （内側）江の島観光マップ 

       （個包装）観光スポットや見どころ 

★販売店★   県内スーパーマーケット・コンビニエンスストア、 

江の島島内の土産物店等 

限定の「ふじキュン♡マグネット」 

江の島ヨットハーバーは 

ありあけの「ミルクハーバーモンブラン」をベースに、メルシャンの赤ワインを使用した赤ぶどう餡を、練乳の風

味豊かな生地で包み、しっとりと焼き上げました。原料に赤ワインを使用しておりますが、加熱処理・焼成を行い、

0.1％未満のアルコール度数であることを確認しています。 

 

https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/indus1/shigoto/shushoku/sodan/kinro.html
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計画的な年次有給休暇の取得で 
もっと自分らしい働き方・休み方を！ 

年次有給休暇は、法律で定められた労働者に与えられた権利です！ 
 

詳しくはこちら▼ 
年次有給休暇取得促進特設サイト 

https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/ 

現在免税事業者の方も、ご自身の事業実態に合わせて、インボイス発行事業者の 
登録を受けるかをご検討ください。登録を受けるかどうかは事業者の方の任意です。 

インボイスとは？ 

詳しくはこちら▼ 
インボイス制度特設サイト 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm 

インボイスコールセンター 0120-205-553 午前 9 時～午後 5 時（土日祝除く） 

2023年10月１日から インボイス制度が始まります！ 

インボイス制度とは？ 
【売手は・・・】 
買手である取引相手（課税事業者）から求め
られたときは、インボイスを交付しなければ
なりません。また、交付したインボイスの写
しを保存しておく必要があります。 

【買手は・・・】 
仕入税額控除の適用を受けるために、原則と
して、取引相手（売手）であるインボイス発
行事業者から交付を受けたインボイス（適格
請求書）の保存等が必要となります。 

売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。 
具体的には現行の「区分記載請求書」に「登録番号」「適用税率」「税率ごとに区分した消費
税額等」の記載が追加されたものをいいます。 

 

事業主の皆様へ 
夏休みを迎えるこの機会に年次有給休暇を取得しやすい職場づくりに取り組みましょう。 

正社員、パートタイム労働者などの区分に関係なく、半年間継続して雇われていて、全労働
日の 8 割以上を出勤している全ての労働者に、年次有給休暇は付与されます。 
２０１９年 4 月より、使用者は、法定の年次有給休暇日数が１０日以上の全ての労働者に対
し、毎年 5 日間、年次有給休暇を確実に取得させることが必要となりました。 
厚生労働省では、この夏における年休の取得促進をしています。 
 

「計画的付与制度」の導入や、年次有給休暇の時間単位の活用 

年次有給休暇の取得促進のために、年次有給休暇の付与日数のうち 5 日を除いた残りの日
数について、労使協定を締結する等により、計画的に休暇取得日を割り振ることができる
制度です。この制度を導入している企業は、導入していない企業よりも年次有給休暇の取
得率が高くなっており、労働基準法を遵守する観点からも制度の導入は重要となります。 

 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜安心・確実・有利な国の退職金制度＞ 

中小企業退職金共済制度（中退共制度） 

従業員の確かな安心のため
に！ 

退職金は国の制度を上手に活用しましょう 
退職後の安定 

安心して働ける職場 

 

意欲・生産性の向上 

人材の安定確保 

中小企業退職金共済制度って何？ 

事業主が中退共と退職金共済契約を結び、毎月の掛金を金融機関に納付します。従業員が退

職したときは、その従業員に中退共から退職金が直接支払われます。 

加入条件や、手続きなど、より便利にご利用いただくためホームページを公開しています。 

独力では退職金制度を設けることが難しい中小企業について、事業主の相互共済の仕組みと

国の援助によって退職金制度を設け、中小企業で働く方々の福祉の増進を図り、中小企業の

振興と発展に寄与することを目的としています。 

中小企業向けに国が作った従業員の退職金制度です 

 

独立行政法人勤労者退職金共済機構 

中小企業退職金共済事業本部 相談センター室 

時 間：午前９時～午後５時１５分（土日祝日は除く） 

電 話：０３－６９０７－１２３４ 

https://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/ 

 

詳
し
く
は
こ
ち
ら 

「復職に向けた効果的休職生活とその支援」 

日時 
2023年８月 17 日（木） 

午後６時～８時（受付開始午後５時 45 分） 
形式 オンライン研修（Ｚｏｏｍ使用） 

藤沢市在住・在勤でうつ病、双極性障がい、その他のストレス関連障がいで療養中の方、

家族、支援者等 
対象 

※治療中の方には休職生活の送り方や復職間近になった時の留意点を、ご家族や職場の方 

には復職に向けて配慮すべきことなどを解説いたします。 

※読み取ると申請ページにアクセスできます 

【申込に関するお問い合わせ】 藤沢市保健所保健予防課  

電話 ０４６６－５０－３５９３ FAX ０４６６－２８－２１２１ 

【講座に関するお問い合わせ】 藤沢病院 デイケア科  

電話 ０４６６－２３－０９０９ FAX ０４６６－２３－０９０９ 

☆講座の参加申込方法☆ 

【申込先】８月１５日までに藤沢市ホームページ電子申請からお申し込みください  

（ 1 氏名  2 当事者・当事者家族・支援者  ３ 住所  ４ 電話番号  ５ E-mail アドレス ） 

 受付完了後、メールでご案内いたします 
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F プレイス会議室をぜひご利用ください！

室 z 

◆無料 Wi-Fi・貸出備品あり 
 ※備品は数に限りがあります。（予約優先） 

◆料金は２時間￥400～ 
 お手軽にご利用いただけます 

※事前に総合受付にて利用者登録が必要です 

◆インターネットで簡単予約 
 

３ステップで簡単にご利用できます 

① F プレイス労働会館の会議室の利用・予約には利用者登録が必要となります。指定の書式に必要事項を記入し、F プレイス 

総合受付にて申請を行ってください。利用者登録が完了すると、利用者登録カードをお渡しします。 

② 利用者登録完了後、インターネットの公共施設予約システムや街頭端末にて、予約することができます。 

③ 利用日当日の利用開始時間までに総合受付にて利用料金全額を現金でお支払いください。 

※キャンセルは使用日前日 17 時までに公共施設予約システムで行ってください。キャンセルがない場合は使用料をお支払いいただきます。 

＼  つながる、つかえる、みんなのオフィス  ／ 

①利用者 

登録 

②即日発行 

ネット予約 

③当日 

 現金払い 

 0466-26-7811 
(受付時間 8:30～22：00) 

🏠 本町 1-12-17 

 www.fujisawa-fplace.com 

詳細はこちら▶▶ 

ミーティング、セミナー 

勉強会、WEB会議、研修など！ 

Ｌ Ｉ Ｎ Ｅ 

 

ＬＩＮＥの 

 

ユースサポート・ユースワークふじさわ 

社会体験・就労体験プログラムにご協力ください 

藤沢市では、自立や就労に悩み、困難を有する若者やその家族を対象として、専門スタッフによる相談

やさまざまな支援プログラムを実施し、若者の社会参加に向けた自立を支援しています。企業や団体な

どでの、若者への社会体験・就労体験等の受け入れや、仕事の経験談、やりがいなどを語る交流会等を

一緒に実施いただける方々を探しています。若者と企業とのコーディネートは、ご要望に応じて担当者

が対応します。 

皆様のご協力をお願いいたします。 詳細はこちら▶ https://www.youthport.jp/fujisawa/ 

配信実施中！ 
 

登 録 方 法 
 

毎月末に発行している勤労ふじさわですが、 

従来の紙配布も残しつつ、皆様により多くの情

報をお伝えできるよう LINE 配信も実施してい

ますので、ご登録されていない方はこの機会に

ぜひご登録をお願いいたします。市政の情報を

始め、さまざまな経済対策など 

もお知らせしていきますので、 

今後とも勤労ふじさわを 

よろしくお願いいたします！ 
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ＬＩＮＥの登録方法！（簡単スリーステップ） 

 
❶ ＬＩＮＥアプリにて、 
  藤沢市公式ＬＩＮＥを友達登録 
❷ 基本メニューから受信設定をタップ 
❸ しごと産業にチェックを入れる 
 
登録方法の詳細はこちら▼ 
https://www.city.fujisawa.kanaga
wa.jp/dxs/line_fujisawacity.html 


